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1．はじめに 
  近年，自然災害の大型化·頻発化に伴い，砂防事業に対する国民の認識が高まり，「事後復旧の専従」から「事前予防の

拡大」へと政策基調が変化している．一方，砂防事業の質的な完成度の提高および親自然的な砂防事業が強く要求され，

災害予防機能の他に水源涵養等の多様な機能が要求されている．そこで，2010年度における砂防分野では，①山林災害

の予防を最優先としながら，地域社会の発展と住民の便益を図り，②災害の与件変化に応じた対応と效率性の高い適地·
適工法の実施，③自然景観，生態·環境性を配慮した砂防事業の推進，そして，④砂防事業を出来るだけ4大江の上流流

域を中心に行い，その地域には森林整備と造林等の事業を連携して実施する等を基本方針として事業を進めている(山林庁，

2009；2010)．なお，本硏究は山林庁‘山林科学技術開発事業(課題番号：S210809L010110)’の支援による研究成果である． 

 
2．砂防事業の事業量および事業費 
  2010年度における砂防事業は，「災害の事前予防による国民の財産と生命および国土の保護」を目標とし，表-1のように

山地砂防事業，海岸砂防事業，野渓砂防事業，砂防ダムの浚渫，山林流域管理事業，昭陽江ダムの濁水低減対策および

砂防記念公園の補完等に240,056百万ウォン(国庫179,547百万ウォン，地方費60,509百万ウォン)の予算を投入する． 

 
表-1．砂防事業の細部事業別の総括内訳 

事   業   名 事業量 事   業   名 事業量 

山地保全事業 70ha 昭陽江ダムの濁水低減対策 13個所 

地すべり予防事業 35ha 海岸防災林造成事業 10ha 

渓流保全事業 61km 海岸浸食地防止事業 5km 

砂防ダム 682個所 妥当性評価 804個所 

砂防ダムの浚渫 501個所 砂防地の点検 2,529ha 

山林流域管理事業 
造成1年次  15個所  砂防ダムの点検 1,152個所 

造成2年次 15個所 砂防ダムの安全診断 2個所 

砂防施設の安全措置  
砂防ダム 15個所 砂防技術院(設計) 1個所 

渓流保全  8km  砂防記念公園の補完 1個所 

 
3．細部推進計画 

3．1．砂防事業対象地の選定 
地すべり危険地区，住民要求地域等のように，砂防事業が直ちに必要とされる個所を優先的に選定する．すなわち，地す

べりの発生により部落·産業施設·農耕地等に被害が発生する恐れがある地域を優先的に選定する．また，4大江の上流

流域の森林は，本流を含む国家河川と1級地方河川の両岸10km以内に対する関連図面を既に通知しているので, 「4大江

上流の森林地域」に含まれている流域が出来るだけ多く対象地になるように推進する．一方，「貯水兼用の砂防ダム」は，住

民の好む親環境性に配慮し，デザインの選定等を十分に考えた上，推進する（2009.11.24「2010年度砂防事業の推進のた

めの関連公務員会議」の内容を参考とする．）． 

 
3．2．「砂防事業の妥当性評価」の実施 
「砂防事業の妥当性評価および砂防施設の点検等の委託業務処理指針(2009.1.9)」により確保された予算を，「砂防協会」

に委託して実施する．妥当性評価の委託は，2010年度の事業地のうち，妥当性評価を行われていない箇所，または2011年

度の事業対象地に対して実施する．委託以外に「砂防事業の妥当性評価規定」により，市·道知事または地方山林庁長が

評価委員を委嘱して実施する事業評価は，予算の不足等の止むを得ない場合を除き，実施しない．すなわち，委託事業に

よる評価と市·道知事または地方山林庁長が委嘱して実施する直接評価には，評価項目に大きな差があるので，委託事業

で推進する． 

 

3．3．現地与件と施工目的に附合する設計 



  徹底的な現場調査の結果をもとに設計を推進し，緊急性·必要性が低い箇所における工作物は過多な設計にならないよ

うにする．また，新しい工法と技術の拡散·定着に力点を置いた設計を行い，工作物は堅実あるいは周辺と調和するように

設計する．特に，橫工作物の施工により渓流が分断されたり，施設物の規模が大きい地域等では，単費の範囲內で立地条

件に附合する生態·環境·景観次元の事業を設計に反映させる．なお，各市·道と地方山林庁は，1箇所以上を2009年新

技術·新工法コンテストで入賞した施工事例を反映し，新しい工法は継続的にモニタリングを行う． 
 

  3．4．砂防施設の目的に充実した施工と管理 
  砂防ダムは必ず周辺の環境に親和的な形態になるよう推進し，違和感が感じられない構造物にする．特に，4大江の上流

流域において実施する砂防事業は，同じ流域で行われる森林整備事業，造林事業等の水源涵養増進事業と連携出来るよう

関係機関との協力を求める．また，施工資材の検査·検受は徹底的に行い，良質の資材を使用するように推進し，砂防ダム

は貯砂·貯水·流木遮断機能を強化することを基本とし，現場の状況によっては取水場·水遊び場等の機能を考慮して設

置する．事業種類別の計画量は，流域完結または適地·適工法のため必要とする場合には事業の種類を変更して行い，具

体的な事項は「砂防事業の設計·施工細部基準」と「砂防事業の施工·管理業務指針」により実施する． 

 
  3．5．砂防地の指定と解除等 
  砂防地の指定は「砂防事業法」と「土地利用規制基本法」により指定し，漏落または過多に指定されないように行う．すなわ

ち，内訳と図面をともに告示することになっているので，錯誤しないように措置し，山地砂防事業の1個所あたりの面積が

0.1ha以下の場合には砂防地に指定しないこともある（砂防事業法第4条第3項）．また，砂防地の解除は規定の適用を明確

にし，砂防事業施行後10年が経過した砂防地は目的の達成状況を正確に判断する． 

 
  3．6．「地すべり危険地管理システム」の活用 
  砂防事業の実行地，地すべり危険地，地すべり発生地等の「地すべり危険地管理システム」にDBとして入力する事項は持

続的にアップデートする．また，砂防ダム等の砂防施設物の位置（空間）情報を追加できるように，各機関別の特性により座

標の値を確保する． 

 

  3．7．荒廃地の実態調査 

5年毎に実施する荒廃地の実施調査は，山林庁の用役事業で推進し，市·道を基準として5つにグループ分けを行い，毎

年1つのグループを調査する．砂防事業をより総体的かつ集約的に推進するため，基礎調査と精密調査を一括して調査する

方式で推進する．  

 
3．8．「親環境的な砂防事業の事例集」の作成·配布 

これまで国内·国外において推進してきた親環境的な砂防工法の事例を把握した後，砂防専門家を中心に構成された作

業団を組織し，調査された工法に対する適正な施工条件，利点·欠点，補完すべき事項等に対する意見を集め，施工写真

とともに事例集を作製する．また，多様な工法で推進された事例を集大成して，各地域の地形的·気候的な条件を十分に配

慮した砂防事業になるようにする． 

 

3．9．その他 
  砂防事業の推進の際には，住民代表を名誉監督に任命して意見の収集および，民怨の下地を除去し，安全事故予防対

策に徹底を期し，必ず安全教育を実施する．また，関係機関，專門家，住民代表および関連機関等による「事業推進協議

会」を構成して運営し，砂防事業地に対する指導·監督を徹底的に行い，不実施工を予防する等の質的な向上を図る． 

 
4．推進日程 

○ 砂防事業対象地の実施設計 : 2010年3月の中旬までに完了する． 

○ 「親環境的な砂防事業の事例集」 : 2010年6月の末までに発刊する． 
  ○ 砂防事業の実行 : 年中に実行する． 
  ○ 2010年度の砂防技術研鑽会 : 2010年11月ごろに開催する． 
  ○ 砂防事業の評価 : 2010年11月ごろに行う． 
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